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　受動喫煙防止のため、7月１日より公共施設の敷地内が全面禁煙となりました。
　「第二次二本松市健康増進計画」においても『禁煙・分煙の促進とたばこの影
響への理解促進をはかること』が取り組みの一つとなっています。

～意外と知らないたばこの影響～

　加熱式たばこでも健康影響の可能性があります
　近年流行している加熱式たばこは、紙巻きたばこに比べて有害成分が少ない
といわれていますが、発がん物質をはじめ、多くの種類の有害成分が含まれて
います。加熱式たばこを吸う人が吐き出した煙（正確には「エアロゾル」）を吸わ
されることによって、どの程度健康影響があるかはまだ明らかではありません。
しかし、その中には発がん物質などの有害成分が含まれていることが分かって
おり、それによって健康被害が発生する可能性があります。
　　　　　（ヘルスプロモーション研究センター作成のリーフレットより抜粋）
※今後も禁煙や分煙に関する情報を提供していきます。

◎問い合わせ…保健福祉部健康増進課予防係　☎（55）5109　FAX（23）1714

 
保
　
健

health

内
部
被
ば
く
量
測
定（
ホ
ー

ル
ボ
デ
ィ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
）

　
３
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
年

間
を
通
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
継

続
し
て「
測
る
」「
記
録
す
る
」「
知

る
・
学
ぶ
」こ
と
が
重
要
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
測
定
状
況
は
下
表

の
と
お
り
で
す
。

　
平
成
30
年
度
は
検
出
下
限
値
が

低
く
な
っ
た（
精
度
が
向
上
し
た
）

こ
と
に
よ
り
、
検
出
者
数
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
特
に
春
や
秋
は
、

山
菜
等
の
摂
取
に
よ
り
検
出
さ
れ

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
検
出
者
に
つ
い
て
は
、
食
生
活

等
を
見
直
し
て
い
た
だ
き
、
再
測

定
を
通
し
て
体
内
の
放
射
線
量
の

減
少
や
健
康
へ
の
影
響
が
少
な
く

な
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　
年
に
一
度
測
定
し
て
、
確
認
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
ま

で
一
度
も
受
け
た
こ
と
の
な
い
方

は
、
ぜ
ひ
受
け
ま
し
ょ
う
。

測
定
場
所

　
放
射
線
被
ば
く
測
定
セ
ン
タ
ー

測
定
日
程

　
定
休
日
・
木
曜
日

　
土
日
は
隔
週
実
施
。
詳
細
に
つ

い
て
は
電
話
予
約
の
際
に
ご
案
内

し
ま
す
。

予
約
先

　
放
射
線
被
ば
く
測
定
セ
ン
タ
ー

　
☎（
24
）８
１
１
０

◎�

問
い
合
わ
せ
…

　
健
康
増
進
課
予
防
係

　
☎（
55
）５
１
０
９

　
Fax（
23
）１
７
１
４

これまでの測定状況
測定年度 H23～25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

対象者
４歳以上

（23,24年度は4歳
未満児も含む）

４歳以上 ４歳以上 ４歳以上 ４歳以上 ３歳以上

測定者数 18,517人 6,997人 2,680人 1,602人 1,125人 967人

測定率 30.9％ 12.7％ 4.9％ 2.9％ 2.1％ 1.8％

検出者数 432人 31人 13人 12人 7人 30人

検出率 2.3％ 0.4％ 0.5％ 0.8％ 0.6％ 3.1％

検出
下限値

　　（H25年度以降）
Ｃｓ137：250Ｂｑ
Ｃｓ134：200Ｂｑ

　　　　　（H27年２月以降）
Ｃｓ137：200Ｂｑ
Ｃｓ134：200Ｂｑ

Ｃｓ137
　：100Ｂｑ
Ｃｓ134
　：100Ｂｑ

Ｃｓ137、Ｃｓ134はそれぞれセシウム137、セシウム134。検出下限値の単位Ｂｑはベクレル。

測定の精度が向上し、検出下限値が低くなりました。
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今
月
の
両
親
学
級

日
時
・
内
容　
９
月
14
日（
土
）

午
前
９
時
～

・
受
け
付
け
と
マ
タ
ニ
テ
ィ
体
験

午
前
９
時
15
分
～
正
午

・  

赤
ち
ゃ
ん
の
お
風
呂
の
入
れ
方

と
助
産
師
交
流

・ 

早
産
予
防
の
た
め
の
お
口
の
手

入
れ

講　
師　
助
産
師
、
歯
科
衛
生
士

対�

象
者　
市
内
在
住
の
妊
婦
さ
ん

と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
育
児
中

の
方
、
祖
父
母

場�　

所　

安
達
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

託　
児　
無
料

※
事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
。

※ 

託
児
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
オ

ム
ツ
や
着
替
え
、
ミ
ル
ク
な
ど

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

　
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用
具

申
込
期
限　
９
月
11
日（
水
）

※ 

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎�

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

�

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
安
達
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎（
24
）８
６
６
０

　
Fax（
23
）１
７
１
４

県
自
殺
対
策
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

「
き
づ
く 

つ
な
ぐ 

ま
も
る
」

　
自
殺
予
防
週
間

　
　
９
月
10
日
～
16
日

　
全
国
の
自
殺
者
数
は
、
年
々
減

少
し
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
２

万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
か
け
が

え
の
な
い
多
く
の
命
が
日
々
、
自

殺
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
自
殺
は
、
精
神
的
な
問
題
だ
け

で
な
く
、
過
労
、
生
活
困
窮
、
育

児
や
介
護
疲
れ
、
い
じ
め
や
孤
立

な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
要
因

が
複
雑
に
関
係
し
心
理
的
に
追
い

込
ま
れ
た
末
の
死
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
自
殺
対
策
の
本
質
は「
生
き
る

こ
と
の
包
括
的
な
支
援
」に
あ
り

ま
す
。

　
市
で
は
、
こ
こ
ろ
の
悩
み
を
抱

え
て
い
る
方
の
相
談
に
つ
い
て
随

時
応
じ
て
い
る
ほ
か
、
奇
数
月
に

は
、
心
理
士
に
よ
る「
こ
こ
ろ
の

健
康
相
談
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

必
要
に
応
じ
て
、
医
療
機
関
や
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
の
支
援
者
、
ご
家

族
と
一
緒
に
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

◎�

問
い
合
わ
せ
…

　

�

健
康
増
進
課
予
防
係

　
☎（
55
）５
１
０
９

　
Fax（
23
）１
７
１
４

肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会

日　
時　
９
月
27
日（
金
）

受
付
時
間

　
午
後
１
時
～
２
時
30
分

場　
所　
県
庁
北
庁
舎
１
階

　
福
島
県
身
体
障
が
い
者
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー

　
（
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16
号
）

相
談
内
容

　

補
装
具（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）の
購
入
・
修
理
、
医
療
、

そ
の
他
更
生
に
関
す
る
相
談
。

※ 

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料　
無
料

申
込
期
限　
９
月
20
日（
金
）

申�
込
方
法　
事
前
に
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎�

問
い
合
わ
せ
…

　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
☎（
55
）５
１
１
３

　
Fax（
22
）１
５
４
７

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

　
市
民
福
祉
係

 

福
　
祉

w
e
lfa

re

日
米
の
友
好
の
架
け
橋

世
界
的
歴
史
学
者
、
平
和
の
提
唱
者

　
朝
河
貫
一
の
道
を
訪
ね
て

市
民
が
主
役
。

～ 

市
長
か
ら
の
手
紙 

～

　

二
本
松
市
の
生
ん
だ
世
界
的
歴

史
学
者
・
朝
河
貫
一
博
士
の
縁
で

始
ま
っ
た「
市
民
の
翼
」も
今
回
で

27
回
目
を
迎
え
、
中
学
生
団
員
10

名
と
と
も
に
訪
米
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
年
の「
市
民
の
翼
」は
、
ハ

ノ
ー
バ
ー
町
と
の
友
好
都
市
締
結

20
周
年
を
記
念
し
た
公
式
訪
問
団

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
記
念
の

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
お
招
き
を
い
た

だ
き
、
大
変
温
か
い
歓
迎
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ハ
ノ
ー
バ
ー
町
の

タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る

ジ
ュ
リ
ア
・
グ
リ
フ
ィ
ン
様
と
固

い
握
手
を
交
わ
し
な
が
ら
、
今
後

の
発
展
的
な
友
好
関
係
の
構
築
を

誓
い
合
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
市
民
の
翼
」は
、
朝
河

博
士
の
業
績
に
つ
い
て
学
習
す
る

と
と
も
に
、
貴
重
な
体
験
を
通
し
、

国
際
的
な
視
野
を
育
む
こ
と
が
目

的
で
も
あ
り
ま
す
。

　

朝
河
博
士
は
、
ダ
ー
ト
マ
ス
大

学
お
よ
び
イ
ェ
ー
ル
大
学
大
学
院

で
学
び
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
教
授
と
な
ら
れ

ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
前
に
は
、
な
ん
と

し
て
も
戦
争
を
回
避
さ
せ
よ
う
と
、

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
米
国
大
統
領
か
ら

昭
和
天
皇
に
宛
て
た
親
書
の
草
案

を
執
筆
し
、
国
際
平
和
を
誰
よ
り

も
強
く
望
み
ま
し
た
。
朝
河
博
士

の
国
際
的
視
野
に
立
っ
た
多
く
の

言
動
が
、
現
在
の
国
際
情
勢
に
も

通
用
す
る
大
義
を
持
つ
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
「
戦
争
と
科
学
の
世
紀
」と
い
わ

れ
た
20
世
紀
の
課
題
が
、
そ
の
ま

ま
21
世
紀
に
引
き
継
が
れ
た
形
に

な
っ
て
い
る
現
在
、
朝
河
博
士
の

平
和
思
想
に
根
ざ
す
祖
国
愛
に
燃

え
た
言
論
活
動
な
ど
、
優
れ
た
国

際
感
覚
と
そ
の
精
神
は
、
今
な
お
、

私
達
に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
続
け

て
お
り
ま
す
。

　

私
は
、
朝
河
博
士
の
こ
の
警
鐘

を
受
け
継
い
で
い
く
決
意
を
新
た

に
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
達
は
、
朝
河
博
士
の
高
い
志

と
広
い
学
識
に
学
び
、
将
来
的
発

展
の
た
め「
国
際
社
会
の
中
で
活
躍

で
き
る
心
豊
か
な
た
く
ま
し
い
人

づ
く
り
」、
国
際
交
流
都
市
二
本

松
の
実
現
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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来
年
度
小
学
校
に
入
学
す
る

お
子
さ
ん
の
い
る
ご
家
庭
へ

　
来
年
度
、
小
学
校
に
入
学
予
定

の
お
子
さ
ん
は
、
平
成
25
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
26
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
皆
さ
ん
で
す
。

　
こ
の
お
子
さ
ん
の
い
る
ご
家
庭

に
は
、
８
月
末
ま
で
に「
就
学
時

健
康
診
断
実
施
通
知
書
」を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
通
知
書
が
お
手
元
に
届
か
な
い

場
合
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
本
市
へ
避
難
さ
れ
て
い

る
お
子
さ
ん
で
、
来
年
度
、
二
本

松
市
の
学
校
へ
の
入
学
を
希
望
す

る
方
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
学
校
教
育
課
管
理
係

　
☎（
55
）５
１
５
１

　
Fax（
22
）３
１
４
７

高
校
生
の
通
学
費
助
成

　
高
等
学
校
等（
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校（
３
年
生
ま
で
の
期

間
）、
専
修
学
校
高
等
課
程
）に
通

学
し
て
い
る
生
徒
の
保
護
者
に
対

し
、
通
学
費
の
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
。

受
給
要
件

　
市
内
に
住
所
を
有
し
、
高
等
学

校
等
に
通
学
し
て
い
る
生
徒
が
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

・ 
市
内
の
高
等
学
校
等
に
通
学
し
、

自
宅
か
ら
学
校
ま
で
の
道
の
り

が
10
㎞
以
上
あ
る
こ
と
。

・ 

市
外
の
高
等
学
校
等
に
通
学
し
、

自
宅
か
ら
学
校
ま
で
の
道
の
り

（
電
車
を
利
用
し
て
通
学
す
べ

き
こ
と
が
妥
当
と
判
断
さ
れ
る

場
合
は
、
自
宅
か
ら
自
宅
の
最

寄
駅
ま
で
の
道
の
り
）が
10
㎞

以
上
あ
る
こ
と
。

助
成
金
額

　
年
額
２
万
５
千
円

申
請
書
交
付
・
提
出
先

　
教
育
総
務
課
、
ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課

※ 

申
請
の
際
に
は
学
校
長
の
証
明

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※ 

申
請
書
様
式
は
二
本
松
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
間

　
9
月
2
日（
月
）

　
　
～
令
和
2
年
2
月
28
日（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
教
育
総
務
課
総
務
係

　
☎（
55
）５
１
４
９

　
Fax（
22
）３
１
４
７

市
外
の
保
育
所
等
を
利
用
し

て
い
る
保
護
者
の
方
へ
、
保

育
料
を
助
成
し
ま
す

　
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
軽

減
を
目
的
に
、
保
育
料
助
成
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
次
の
施
設

を
利
用
し
て
い
る
お
子
さ
ん
の
保

護
者
の
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
施
設
か
ら
案
内
を
受
け
取
ら

れ
て
い
な
い
方
は
下
記
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

対
象
施
設

・
市
外
の
認
可
外
保
育
所

・
市
外
の
私
立
幼
稚
園

対
象
児
童

　
市
内
に
住
所
の
あ
る
児
童

助
成
内
容　
下
の
表
の
と
お
り

助
成
方
法

　
利
用
し
て
い
る
施
設
を
通
し
て

助
成
し
ま
す
。

※ 

10
月
か
ら
の
幼
児
教
育
・
保
育

の
無
償
化
の
対
象
と
な
る
方
は
、

無
償
化
で
の
助
成
が
優
先
と
な

り
ま
す
。

※ 

市
内
の
認
可
外
保
育
所
、
私
立

幼
稚
園
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
順
次
案
内
を
送
付
し
て

い
ま
す
が
、
不
明
な
点
に
つ
い

て
は
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
子
育
て
支
援
課
保
育
所
幼
稚
園
係

　
☎（
55
）５
１
１
２

　
Fax（
22
）１
５
４
７

 
子
育
て

child care

施設 対象者 助成内容（助成上限額）

認可外
保育所

市民税所得割額４８, ６００円未満の世帯の
児童

保育料全額助成
※ ただし事業所内保育所は、下記

の金額を上限に助成します。
３歳以上児…月額１３，２００円
３歳未満児…月額１５，６００円
※ 10月以降、幼児教育・保育の無

償化の対象となる方は、無償化
での助成が優先となります。

市民税所得割額５７，７００円未満の世帯の
児童で、第２子以降に当たる児童

市民税所得割額５７，７００円以上の世帯の
児童で、「未就学児のみ」を数えて第２子以降
に当たる児童

上記以外の児童 月額５, ０００円を上限に助成しま
す。

私立
幼稚園

市民税所得割額非課税世帯の児童 年額７０，８００円
※ 各施設で就園奨励費に該当する

場合、奨励費差引後の保育料に
対して、上記金額を上限に助成
します。

※ 10月以降は幼児教育・保育無償
化の対象となります。

市民税所得割額７７，１００円以下の世帯で、
第２子以降に当たる児童

市民税所得割額７７，１０１円以上の世帯で、
「小学３年生以下」の子どものみ数えて第２子
以降に当たる児童
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９
月
20
日
か
ら
26
日
は

　
　
　

動
物
愛
護
週
間
で
す

犬
・
猫
が
迷
子
に
な
っ
た
ら
…

　
逃
げ
た
犬
・
猫
を
探
し
て
い
る

飼
い
主
の
方
、
犬
・
猫
を
保
護
し

て
い
る
方
は
、
福
島
県
動
物
愛
護

セ
ン
タ
ー
、
警
察
署
、
市
役
所
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
４（
９
５
３
）６
４
０
０

　
二
本
松
警
察
署

　
☎（
23
）１
２
１
２

鑑
札
・
注
射
済
票

　
生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼
い
主

は
、
狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
き
、

市
に
犬
を
登
録
す
る
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
犬
の
飼
い
主
の
方
は
、
登
録
の

際
に
配
布
さ
れ
た
鑑
札
、
狂
犬
病

予
防
注
射
の
際
に
配
布
さ
れ
た
注

射
済
票
を
犬
の
首
輪
等
に
付
け
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ら
の
番
号
に
よ
り
、
万
が

一
迷
子
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合

で
も
飼
い
主
が
見
つ
か
り
ま
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射

　
狂
犬
病
は
、
人
を
含
む
全
て
の

哺
乳
類
が
感
染
し
ま
す
。
こ
の
病

気
は
、
中
国
や
韓
国
な
ど
の
隣
国

で
も
発
生
し
て
お
り
、
発
症
す
る

と
効
果
的
な
治
療
は
な
く
、
ほ
ぼ

１
０
０
％
の
確
率
で
死
亡
し
ま
す
。

　
飼
い
主
と
愛
犬
を
守
る
た
め
、

毎
年
必
ず
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う

　
近
年
、
犬
の
無
駄
ぼ
え
の
苦
情

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
無
駄
ぼ

え
の
原
因
を
取
り
除
き
、
根
気
よ

く
し
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ご
近
所
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
散
歩
中
に「
ふ
ん
」を
さ

せ
た
と
き
は
、
必
ず
家
に
持
ち

帰
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　
子
犬
・
子
猫
が
生
ま
れ
た
と
き
、

す
ぐ
に
新
し
い
飼
い
主
が
見
つ
か

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
飼
う
こ
と

が
で
き
な
い
犬
・
猫
を
増
や
さ
な

い
た
め
に
、
オ
ス
・
メ
ス
と
も
に

不
妊
手
術
が
重
要
で
す
。

　
猫
は
近
隣
へ
の
迷
惑
防
止
の
た

め
に
も
、
室
内
飼
育
を
お
勧
め
し

ま
す
。

野
良
猫
へ
の
エ
サ
や
り
に
つ
い
て

　
自
分
で
飼
養
す
る
意
思
の
な
い

猫
に
対
し
て
は
、
無
責
任
で
安
易

な
エ
サ
や
り
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
野
良
猫
へ
の
無
責
任
な
エ
サ
や

り
は
、
集
ま
っ
て
き
た
猫
の
ふ
ん

尿
で
悪
臭
が
発
生
し
た
り
、
集

ま
っ
た
猫
が
子
猫
を
産
ん
で
不
幸

な
猫
を
増
や
し
て
し
ま
う
な
ど
、

近
隣
住
民
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

９
月
は「
不
法
投
棄
防
止
強
調

月
間
」で
す

　
き
れ
い
な
住
み
よ
い
地
域
づ
く

り
の
た
め
、
市
で
は
、
不
法
投
棄

の
禁
止
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
道
路
脇
や
待
避
所
な

ど
に
、
空
き
缶
や
ビ
ニ
ー
ル
袋
に

入
っ
た
ご
み
な
ど
の
ポ
イ
捨
て
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
林
道

の
の
り
面
な
ど
に
は
、
家
電
製
品
、

タ
イ
ヤ
、
車
両
部
品
な
ど
大
量
の

ご
み
が
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
全
て
不
法
投
棄
で
す
。

一
人
一
人
が
不
法
投
棄
は「
犯
罪
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
、「
不

法
投
棄
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
」

と
い
う
意
識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

不
法
投
棄
は「
犯
罪
」で
す
！

　
通
報
が
あ
っ
た
不
法
投
棄
ご
み

の
調
査
を
し
、
状
況
に
応
じ
て
警

察
と
連
携
し
な
が
ら
、
投
棄
者
を

捜
索
し
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
の
罰
則

　
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１

千
万
円
以
下
の
罰
金（
法
人
等
に

あ
っ
て
は
、３
億
円
以
下
の
罰
金
）

と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎（
55
）５
１
０
３

　
Fax（
22
）４
４
７
９

消
費
税

   

軽
減
税
率
制
度
等
説
明
会

10
月
１
日
か
ら
消
費
税
軽
減
税
率

制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
！

　
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
の
概
要

と
、
消
費
税
課
税
事
業
者
の
方
を

対
象
と
し
た「
区
分
整
理（
記
帳
）」

か
ら「
消
費
税
申
告
書
の
作
成
」ま

で
の
基
本
的
な
流
れ
を
説
明
し
ま

す
。
な
お
、
事
前
の
予
約
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

開
催
日
程
・
場
所

・
９
月
18
日（
水
）

　
二
本
松
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

・
９
月
19
日（
木
）

　
本
宮
市
商
工
会
館
２
階

開
催
時
間（
両
日
共
通
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

※ 

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利

用
願
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
二
本
松
税
務
署
法
人
課
税
部
門

　
☎（
22
）１
１
９
２（
内
線
18
）

※ 

音
声
案
内
に
従
っ
て「
２
」を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

 
環
境
衛
生

environm
ent hygiene

 

税
　
金
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